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埼玉県少子化対策協議会設置要綱 新旧対照表 案                      資料１－２   

改正案 現行 

埼玉県少子化対策協議会設置要綱 

 

（設置目的）  

第１条 埼玉県と埼玉県内の市町村が連携し、埼玉県における

少子化対策を検討するために、埼玉県少子化対策協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。  

 

（構成）  

第２条 協議会は、議長、委員をもって構成する。  

２ 議長は、埼玉県福祉部少子化対策局長をもって充てる。  

３ 委員は、別表１に掲げる委員で構成する。  

４ 議長は必要に応じて、各副市町村長の出席を求めるものと

する。 

 

（会議）  

第３条 協議会は、議長が招集し、主宰する。  

２ 協議会は、埼玉県と埼玉県内市町村が取り組む少子化対策

について、地域ごとの課題の把握及び分析を行い、その分析

結果に基づいた効果的な少子化対策の検討を行う。 

３ 協議会は、前項の検討に資するため、前条第３項に規定す

る委員の一部から構成される協議の場を設け、特定の事項に

関する調査及び検討を行わせることができる。 

４ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者が

その職務を代理する。  

５ 議長は必要に応じて、専門的知識を有する者又は関係者の

出席を求め、意見を聴くことができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県少子化対策協議会設置要綱 
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３ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した者が

その職務を代理する。  

４ 議長は必要に応じて、専門的知識を有する者又は関係者の

出席を求め、意見を聴くことができる。  

 

（分科会の設置）  

第４条 少子化対策に関する詳細な検討を行うため、協議会に

分科会を置く。  

 

（分科会） 

第５条 分科会は、少子化対策に関するテーマごとに設置する

こととし、所管するテーマに関する具体的な事業案の検討を

行う。 

２ 分科会の委員は、協議会によって指名された市町村の少子

化対策実務担当者及び議長が指名した県の少子化対策実務

担当者で構成する。  

３ 分科会長は、分科会の委員の互選によって選任する。  

４ 分科会長は必要に応じて、専門的知識を有する者又は関係



 

 

（庶務）  

第４条 協議会の庶務は、 埼玉県福祉部少子政策課が行う。  

 

（その他）  

第５条 この要綱に定めるもののほか、協議会（第３条第３項

に規定する協議の場を含む。）の運営に必要な事項は、議長

が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２８年４月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年７月２９日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成３０年５月２４日から施行する。 

 

（待機児童対策協議会の設置）  

第２条 第３条第３項に基づき、小学校就学前子どもの保育に

係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区

域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専

門性の高いものについて協議するため、当分の間、協議会に

「待機児童対策協議会」（子ども・子育て支援法附則第14条

第4項の規定に基づき都道府県が組織する協議会）を置く。 

 

 （待機児童対策協議会） 

第３条 待機児童対策協議会は、議長、委員をもって構成する。  

２ 議長は、埼玉県福祉部少子政策課長をもって充てる。  

３ 委員は、別表２に掲げる委員で構成する。 

４ 議長は必要に応じて、関係市町村、保育事業者や学識経験

者又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

５ 前４項に定めるもののほか、待機児童対策協議会の運営に

必要な事項は、第２項に規定する議長が別に定める。 

 

 

別表１（第２条関係） 

 埼玉県少子化対策協議会委員 

議長 埼玉県福祉部少子化対策局長 

委員 埼玉県内市町村の少子化対策主管部課長（相当す

る職を含む。） 

 

者の出席を求め、意見を聴くことができる。  

 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、 埼玉県福祉部少子政策課が行う。  

 

（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な

事項は、議長が別に定める。  

 

 

附 則  

この要綱は、平成２８年４月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年７月２９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

 埼玉県少子化対策協議会委員 

議長 埼玉県福祉部少子化対策局長 

委員 埼玉県内市町村の少子化対策主管部課長（相当す

る職を含む。） 
 



別表２（附則第３条関係） 

 待機児童対策協議会委員 

議長 埼玉県福祉部少子政策課長 

委員 １ 埼玉県内市町村のうち、子ども・子育て支援 

 法附則第１４条第１項に規定する特定市町村及  

 び同条第２項に規定する事業実施市町村で、県 

 が必要と認める市町村の保育対策主管部課長  

 （相当する職及び当該課長から委任を受けた者 

 を含む。） 

２ 議長が必要と認める埼玉県関係課担当職員 
 

 



待機児童解消等の取組の支援 

待機児童解消を促進する方策として、現行の都道府県による市区町村の取組の支援（都道府県子ども・
子育て支援事業支援計画）をより実効的なものとするため、都道府県を中心に、関係者全員参加の下で
協議する場を設置することができる。（法定） 

「待機児童対策協議会 」 

【主な役割（例）】 

○ 都道府県単位での保育の受け皿確保 
・市区町村の整備計画の精査 
・企業主導型保育施設等を含めた整備情報の共有 
・多様な主体の参入促進 
 

○ 保育所等の広域利用の推進 
・市区町村間の利用調整 
・広域利用のための協定の締結支援 

「埼玉県少子化対策協議会」の中で位置付けて議論 

○ 保育人材の確保・資質の向上 
・必要保育士数と確保数、確保手段の「見え 
る化」と育成策強化 
 

○ 監査指導の効率化 
・都道府県の監査指導と市区町村の給付監査 
の監査項目の調整 
 

○ その他協議会で必要と定める事項 等 

【構成員】都道府県、関係市町村が参加する。必要に応じて保育事業者、有識者が参加。 
【その他】既に合議制の機関を有している場合は、当該機関が協議会に代わることができる。 
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待機児童対策協議会において、当面議論するテーマ（案） 

 

１ 受け皿確保の促進 

（例） 

  ①小規模保育事業等の活用 

  ②企業主導型保育事業等の活用 

  ③幼稚園の活用 

  ④広域利用 

 

２ 保育人材の確保及び資質の向上 

（例） 

  ①保育人材の確保 

  ②潜在保育士の復帰促進等 

  ③業務負担軽減 

 

３ 保育に関する情報の共有・調整等 

（例） 

  ①監査の調整 
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